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公用車借上 仕様書 

 

はじめに 

本仕様書は、公益財団法人神奈川県下水道公社が賃貸借契約する公用自動車に関して、機能や性能に

係る基準を示すものである。 

本仕様書に示す機能、性能は、主要事項のみ示したものであり、本仕様書に明示していない事項につ

いても、一般交通の用に供する道路運送車両として備えるべき事項については、仕様に含まれるものと

する。 

 

１ 賃貸借物件及び数量 

本件における賃貸借物件及び数量は次のとおりとする。 

(1) 物件及び数量 

物      件 数 量 

普通乗用自動車 １台 

(2) 規格 

   「物件詳細仕様一覧表」のとおり 

(3) 必要となる装備 

標準装備に含まれない場合は、メーカーオプション及び ディーラーオプション(純正品)を優先と

し、純正品がない場合は同等品とする。） 

エアコン、電動ドアミラー、パワーウインドウ、ドアキー連動電気式ドアロック（バックドア

連動）、オーディオ、カーナビゲーション（地デジ内蔵、メモリータイプ、Bluetooth、スマート

フォンのハンズフリー使用可）、バックガイドモニター、ＥＴＣユニット（セットアップ含む）、

ドライブレコーダー（前・後方）、キーレスエントリー 

セーフティーサポートカーであること。 

 (4) 附属品等 

スペアタイヤ (応急用タイヤ) １本 

標準工具 １式 

フロアマット １式 

その他に標準装備に含まれる附属品等は本件に含むものとする。 

(5) 保守（メンテナンスサービス）内容 

本件に含まれる保守の内容は以下のとおりとする。なお、保守実施整備工場は、納入場所と同一

市内に最低１拠点設けること。 

なお、点検、修理毎に当該点検等に係る報告書を納入場所所属に提出することとする。 

また、保守修繕の対応時間は、原則として休日（土曜日及び日曜日、国民の祝日に関する法律に

規定する休日、12 月 29 日から翌年１月３日までの間）を除く毎日で、９時から 17 時までとする。

ただし、緊急を要する場合（事故時の修理の場合等）には、指定の受付等に連絡の上、対応するも

のとする。 

１ スケジュール点検（３ヶ月毎の訪問点検） 

２ 継続検査                              引取り、納入を含む。 

３ 法定定期点検 

４ 検査及び点検時に必要な油脂類・法定交換消耗品類の交換、補充   

５ 一般修理（通常使用による不具合の調整、修理。エアコン修理を含む） 

６ エンジンオイル交換（5,000km毎、最低１年度に１回） 

７ オイルエレメント交換（10,000km毎、最低１年度に１回） 

８ タイヤ交換（夏タイヤ必要本数、冬タイヤ必要本数、各シーズン毎に組み換え、ホイールを

含む。） 

９ バッテリー交換（必要に応じて）及びバッテリー液の補充 

10 エアコンガス充填（必要に応じて） 
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11 その他 ワイパー、プラグ、電球等一般消耗品及びブレーキオイル等その他油脂類は必要に

応じて交換、補充する。 

 

２ 納入に際しての条件等 

賃貸借物件の納入に際しての条件は次のとおりとする。 

(1) 物件の納入 

供給業者は、賃貸借物件を「賃貸借物件内訳（総括表）」に記載された賃貸借期間の初日から使

用できるよう、自動車検査証の登録手続き等を行うこと。 

なお、自動車検査証の「所有者の氏名又は名称」はリース会社名とする。 

(2) 撤去 

賃貸借物件は、契約終了後は、供給業者側の責任・費用負担により撤去するものとする。また、

車両塗装及び供給業者が設置した装備品等は物件撤去後、供給業者側の責任・費用負担により塗

装・設置前の状態に回復するものとする。 

 

３ 使用環境 

(1) 納入場所 

賃貸借物件の設置場所は、「設置場所一覧」のとおり 

 

「設置場所一覧」 

物件 納入場所 所在地 

普通乗用自動車 
（公財）神奈川県下水道公社 

四之宮水再生センター 
神奈川県平塚市四之宮四丁目19番1号 

 

(2) 保管設備 

各所属の駐車場で保管する。 

 

(3) 走行距離 

１台あたりの年間走行距離（概算）については、以下のとおりとする。 

 

物件 年間走行距離（概算） 

普通乗用自動車 7,000km／１台 

  

４ 契約期間 

契約期間は、次の「賃貸借物件内訳（総括表）」のとおりとする。 

各納車日から７年間（84 回リース） 

 

「賃貸借物件内訳（総括表）」 

物件 車両型式 賃貸借期間 納車場所 

普通乗用自動車 
物件詳細仕様一覧表 

参照 

令和 ６年 12 月３日 

～ 

令和 13 年 12 月２日 

四之宮水再生センター 
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５ その他 

(1) 契約に含める諸費用 

１ 自動車重量税（期間中全額） 

２ 環境性能割  

３ 自動車税（期間中全額） 

４ 自動車損害賠償責任保険料（期間中全額） 

５ 登録諸掛費用 

６ 自動車リサイクル料 

７ １の(5)の保守に要する全経費 

(2) 残価精算 

本件契約は、契約満了時に精算行為が発生しない方式（クローズドエンド方式）とする。 

(3) 賃借料の支払 

賃借料の支払については、月毎に支払いを行う。 

(4) 自動車検査証への記載 

自動車検査証「使用者」欄及び「使用の本拠の位置」欄への記載は、それぞれ「公益財団法人神

奈川県下水道公社（名称）、神奈川県平塚市四之宮四丁目 19 番 1 号（住所）」及び「（各納入場所の

住所）」とする。 

 

６ 物件詳細仕様等 

物件の詳細な仕様等については、「物件詳細仕様一覧表」及び「物件詳細仕様書（内訳）」のとおり

とする。 

 

７ 本仕様書に記載のない事項等について 

本仕様書に記載のない事項及び疑義の生じた事項については、発注者と協議の上で処理するものと

する。 

 

＜物件詳細仕様一覧表＞  

「賃貸借物件内訳（総括表）」に記載の物件について、「物件詳細仕様一覧表」に記載の車両を１台、

新車を納車するものとします。 

 

〇「物件詳細仕様一覧表」で指定の低公害車は、神奈川県生活環境の保全等に関する条例に基づき指

定しています。 

 

神奈川県生活環境の保全等に関する条例（平成9年神奈川県条例第35号）第86条の2第2号の規定

に基づき、排出ガスを排出しない自動車又は排出ガスの排出量が相当程度少ないと認められる自動

車その他の環境への負荷の少ない自動車を、次のとおり指定します。 

1.九都県市低公害車指定指針（平成8年3月29日七都県市首脳会議環境問題対策委員会大気保全専

門部会決定）第2条第2項の規定により指定された自動車のうち、次のいずれかに該当するもの。 

(1)平成30年基準超低公害車（ECOプレミアム） 

(2)平成30年基準優低公害車（ECOエネルギー＋） 

(3)平成30年基準優低公害車（ECOクリーン＋） 

(4)平成30年基準良低公害車（ECO） 

(5)平成21年基準超低公害車 

(6)平成21年基準優低公害車 

 

※上記指定の低公害車は、九都県市で指定されている低公害車で、「九都県市あおぞらネットワ

ーク」で検索できる低公害車 
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１ 物件詳細仕様一覧表  

＊ 普通乗用自動車 計１台（新車）を納車 （納車場所：四之宮水再生センター１台） 

 

メーカー名 車名 車両型式 車両塗装 

 

本田技研工業（株） 

 

オデッセイ ABSOLUTE・EX 

ｅ：ＨＥＶ、ＦＦ 

 

ホンダ･6AA-RC5 ブラック系

（別途調整） 

 



借 用 物 件 普通乗用自動車

数 量 １台

納 入 場 所 公益財団法人 神奈川県下水道公社　四之宮水再生センター（神奈川県平塚市四之宮四丁目19番1号)

納 期 令和6年12月3日

仕様の内容 １　賃貸借期間　　 令和6年12月3日から7年間とする。
２　規格
　（１） 車種　　普通乗用自動車 
　（２） 定員　　7人
　（３） トランスミッション　　電気式無段変速機
　（４） 駆動方式　　FF
　（５） 車体色　　ブラック系
３　必要となる装備　（標準装備に含まれない場合は、オプション装備として最低限必要なもの。
　　　　　オプションとして装備する場合はメーカーオプション及び ディーラーオプション(純正品)
　　　　　を優先とし、純正品がない場合は同等品とする。）
　　　（１） エアコン
　　　（２） 電動リモコンドアミラー
　　　（３） パワーウインドウ
　　　（４） ドアキー連動電気式ドアロック（バックドア連動）
　　　（５） オーディオ・ナビゲーション（ナビドライブSD16GB以上、地デジ内蔵、
　　　　　メモリータイプ、Bluetooth（スマートフォンハンズフリー使用可））
　　　（６） ETCユニット （セットアップ含む）
　　　（７） バックガイドモニター（カメラカバー付き及びバックガイド用キットを含む）
　　　（８） ドライブレコーダー（前・後方）
　　　（9） キーレスエントリー
４　付属品
　（１） スペアタイヤ
　（２） 標準工具一式
　（３） フロアマット一式
　（４） デッキマット
５　メンテナンスサービス項目
　（１） スケジュール点検（３ヶ月毎の訪問点検）
　（２） 継続検査
　（３） 法定定期点検（新車時の１ヶ月点検を含む）
　（４） 検査及び点検時に必要な油脂類・法定交換消耗品類の交換、補充
　（５） 一般修理（通常使用による不具合の整備、エアコン修理を含む）
　（６） エンジンオイル交換（５，０００ｋｍ毎、最低１年度に１回）
　（７） オイルエレメント交換（１０，０００ｋｍ毎、最低１年度に１回）
　（８） バッテリー交換（必要回数）及びバッテリー液の補充
　（９） エアコンガス充填（必要回数）
（10） タイヤ交換　 　夏タイヤ必要本数、冬タイヤ必要本数、各シーズン毎組替（時期は別途協議）、

ホイールを含む、タイヤ組替（必要回数）及びローテーション（メーカー推奨回数）
（11） 継続検査、法定定期点検時の車両の引取、納車
（12） その他　　ワイパー、プラグ、電球等一般消耗品及びブレーキオイル等その他油脂類
　　　　　　　　　　　は必要に応じて交換、補充する
６　契約に含める諸費用
　（１） 自動車重量税（期間中全額）
　（２） 環境性能割　
　（３） 自動車税（期間中全額）
　（４） 自動車損害賠償責任保険料（期間中全額）
　（５） 登録諸掛費用
　（６） 自動車リサイクル料
　（７） 5のメンテナンスサービスにかかる全経費
７　その他
　（１） 新規登録日を納車日と同日とすること。賃貸借期間の初日までに新規登録が完了しないときは
　　　受注者の負担により代車またはレンタカーを用意すること。
　（２） 5のメンテナンスサービス実施工場の所在地は、納入場所と同一市とする。
　（３） 点検、修理毎に当該点検等に係る報告書を提出すること。
　（４） 走行距離は概ね年間 7,000ｋｍとする。
　（５） クローズドエンド方式（契約満了時の精算行為が発生しない方式）とする。 
　（６） 自動車検査証 ｢使用者｣欄への記載は、｢公益財団法人神奈川県下水道公社｣及び
　　　　「神奈川県平塚市四之宮四丁目１９番１号｣とする。

該 当 銘 柄 「物品詳細仕様一覧表」参照

物件詳細仕様書（内訳）


